
 

埼
玉
県
青
少
年
健
全
育
成
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

新
旧
対
照
表 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
傍
線
の
部
分
は
、
改
正
部
分
） 

 
 様
式
第
１
号
～
様
式
第
５
号
 
 
 
 
（
略
）

 
様
式
第
６
号
（
第

1
0
条
関
係
）

 
表
 
 
 
（
略
）

 

 
埼
玉
県
青
少
年
健
全
育
成
条
例
抜
粋
 

 
（
条
例
の
解
釈
適
用
）
 

 
第
８
条
 
こ
の
条
例
は
、
青
少
年
の
健
全
な
育
成
を
図
る
た
め
に
の
み
適
用
す
る
も
の
で
あ
つ
て
、
こ
れ

 

 
 
を
拡
張
し
て
解
釈
し
、
県
民
の
自
由
と
権
利
を
不
当
に
制
限
す
る
よ
う
な
こ
と
が
あ
つ
て
は
な
ら
な
い
。
 

 
 
（
立
入
調
査
）
 

 
第

26
条
 
知
事
は
、
こ
の
条
例
の
施
行
に
必
要
な
限
度
に
お
い
て
、
そ
の
指
定
す
る
職
員
に
、
次
に
掲
げ

 

 
 
る
場
所
に
立
ち
入
り
、
業
務
の
状
況
を
調
査
さ
せ
、
又
は
関
係
人
に
質
問
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

 
 

(１
) 
図
書
等
又
は
が
ん
具
等
の
販
売
又
は
貸
付
け
を
営
む
場
所
 

 
 

(２
) 
興
行
を
行
う
場
所
 

 
 

(３
) 
利
用
カ
ー
ド
等
の
販
売
を
営
む
場
所
 

 
 

(４
) 
質
屋
、
古
物
商
又
は
貸
金
業
を
行
う
者
の
営
業
所
 

 
 

(５
) 
第

2
1
条
の
２
第
１
項
各
号
に
掲
げ
る
営
業
を
行
う
場
所
 

 
 

(６
) 
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
端
末
装
置
を
公
衆
の
利
用
に
供
す
る
場
所
 

 
 

(７
) 
携
帯
電
話
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
事
業
者
の
営
業
所
、
事
務
所
そ
の
他
の
事
業
場
 

 
 

(８
) 
テ
レ
ビ
ゲ
ー
ム
機
、
ス
ロ
ッ
ト
マ
シ
ン
そ
の
他
の
遊
技
機
を
設
置
し
て
客
に
遊
技
を
さ
せ
る
営
業
 

 
 
 
（
風
適
法
第
２
条
第
１
項
第
４
号
に
規
定
す
る
営
業
を
除
く
。）
を
行
う
場
所
 

 
２

 
前
項
の
規
定
に
よ
り
立
入
調
査
又
は
質
問
を
す
る
職
員
は
、
そ
の
身
分
を
示
す
証
明
書
を
携
帯
し
、

 

 
 
関
係
人
に
提
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 
３

 
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
立
入
調
査
及
び
質
問
の
権
限
は
、
犯
罪
捜
査
の
た
め
に
認
め
ら
れ
た
も
の
と

 

 
 
解
釈
し
て
は
な
ら
な
い
。
 

 
 
（
罰
則
）
 

 
第

30
条
 
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、

1
0
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。
 

 
 

(４
) 
第

2
6
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
調
査
を
拒
み
、
妨
げ
、
又
は
忌
避
し
た
者

 

裏
 

  
 
 
 

埼
玉
県
青
少
年
健
全
育
成
条
例
施
行
規
則 

 

第
一
条
～
第
九
条 

 
 
 

（
略
） 

 

（
立
入
調
査
） 

第
十
条 

条
例
第
二
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
知
事
が
指
定
す
る
職
員
は
、
次
に
掲
げ 

 

る
職
員
の
う
ち
か
ら
指
定
す
る
も
の
と
す
る
。 

 

一 

県
民
生
活
部
青
少
年
課
に
属
す
る
職
員 

 

二 

地
域
振
興
セ
ン
タ
ー
に
所
属
す
る
職
員 

 

三 

教
育
委
員
会
の
事
務
局
に
お
い
て
生
徒
指
導
を
担
当
す
る
職
員 

 

四 

青
少
年
の
非
行
の
防
止
を
担
当
す
る
警
察
職
員 

２ 

条
例
第
二
十
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
身
分
を
示
す
証
明
の
様
式
は
、
様
式
第
六
号
の 

 

と
お
り
と
す
る
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

改 
 

正 
 

案 

様
式
第
１
号
～
様
式
第
５
号
 
 
 
 
（
略
）

 
様
式
第
６
号
（
第

1
0
条
関
係
）

 
表
 
 
 
（
略
）

 

 
埼
玉
県
青
少
年
健
全
育
成
条
例
抜
粋
 

 
（
条
例
の
解
釈
適
用
）
 

 
第
８
条
 
こ
の
条
例
は
、
青
少
年
の
健
全
な
育
成
を
図
る
た
め
に
の
み
適
用
す
る
も
の
で
あ
つ
て
、
こ
れ

 

 
 
を
拡
張
し
て
解
釈
し
、
県
民
の
自
由
と
権
利
を
不
当
に
制
限
す
る
よ
う
な
こ
と
が
あ
つ
て
は
な
ら
な
い
。
 

 
 
（
立
入
調
査
）
 

 
第

26
条

 
知
事
は
、
こ
の
条
例
の
施
行
に
必
要
な
限
度
に
お
い
て
、
そ
の
指
定
す
る
職
員
に
、
次
に
掲
げ

 

 
 
る
場
所
に
立
ち
入
り
、
業
務
の
状
況
を
調
査
さ
せ
、
又
は
関
係
人
に
質
問
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

 
 

(１
) 
図
書
等
又
は
が
ん
具
等
の
販
売
又
は
貸
付
け
を
営
む
場
所
 

 
 

(２
) 
興
行
を
行
う
場
所
 

 
 

(３
) 
利
用
カ
ー
ド
等
の
販
売
を
営
む
場
所
 

 
 

(４
) 
質
屋
、
古
物
商
又
は
貸
金
業
を
行
う
者
の
営
業
所
 

 
 

(５
) 
第

2
1
条
の
２
第
１
項
各
号
に
掲
げ
る
営
業
を
行
う
場
所
 

 
 

(６
) 
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
端
末
装
置
を
公
衆
の
利
用
に
供
す
る
場
所
 

 
 

(７
) 
携
帯
電
話
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
事
業
者
の
営
業
所
、
事
務
所
そ
の
他
の
事
業
場
 

 
 

(８
) 
テ
レ
ビ
ゲ
ー
ム
機
、
ス
ロ
ッ
ト
マ
シ
ン
そ
の
他
の
遊
技
機
を
設
置
し
て
客
に
遊
技
を
さ
せ
る
営
業
 

 
 

 
（
風
適
法
第
２
条
第
１
項
第
７
号
に
規
定
す
る
営
業
を
除
く
。）
を
行
う
場
所
 

 
２

 
前
項
の
規
定
に
よ
り
立
入
調
査
又
は
質
問
を
す
る
職
員
は
、
そ
の
身
分
を
示
す
証
明
書
を
携
帯
し
、

 

 
 
関
係
人
に
提
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 
３

 
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
立
入
調
査
及
び
質
問
の
権
限
は
、
犯
罪
捜
査
の
た
め
に
認
め
ら
れ
た
も
の
と

 

 
 
解
釈
し
て
は
な
ら
な
い
。
 

 
 
（
罰
則
）
 

 
第

30
条

 
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、

1
0
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。
 

 
 

(４
) 
第

2
6
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
調
査
を
拒
み
、
妨
げ
、
又
は
忌
避
し
た
者

 

裏
 

  
 
 
 

埼
玉
県
青
少
年
健
全
育
成
条
例
施
行
規
則 

 

第
一
条
～
第
九
条 

 
 
 

（
略
） 

 

（
立
入
調
査
） 

第
十
条 

条
例
第
二
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
知
事
が
指
定
す
る
職
員
は
、
次
に
掲
げ 
 

る
職
員
の
う
ち
か
ら
指
定
す
る
も
の
と
す
る
。 
 

一 

県
民
生
活
部
青
少
年
課
に
属
す
る
職
員 

 

二 

地
域
振
興
セ
ン
タ
ー
に
所
属
す
る
職
員 

 

三 

教
育
委
員
会
の
事
務
局
に
お
い
て
生
徒
指
導
を
担
当
す
る
職
員 

 

四 

青
少
年
の
非
行
の
防
止
を
担
当
す
る
警
察
職
員 

２ 

条
例
第
二
十
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
身
分
を
示
す
証
明
の
様
式
は
、
様
式
第
六
号
の 

 

と
お
り
と
す
る
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

現 
 
 
 
 
 
 

行 
   


